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自治労では、国や単組の制度要求改尊のために「児童館・学童保育実態調査」を2001年・  

2004年と定期的に行い、これまでのさまざまな運動推進のために活用してきました。   

今回は、これに引続き「児童館・学童保育実態調査」を2008年1月～2月にカ＼けて、自治労に  

加盟する全市区町村職単組を対象に、市区町村ごとに回答してもらうかたち  

で実施しました。   

調査回答は、45県本部から、73e，の市区町村で回収ができました。記入者 ＼＼＼  
＼  

は、回答単組の執行委員グラスが中′亡です。  

今回の調査目標と分析内容は、以下の3点を中心に行いました。  

課後児童クラブ」）で働く職   

第一は、≡芸豊富よ冨慧㌘   
主に小学校の低学年の留守家庭児童を中．心とした「学童保育」は、長い  

間国は取組みをしませんでした。戦後の高度成長の中で、都市化する一部  

の都連府県や市区町村が、「学童保育」「児童グラブ」「00教室」など  
の名称で独自施策が行われてきました。また、施策のち－い地域では、必要  

に迫られた保護者たちが自主運営する学童保育も数多く作られました。   

その後、国は1？？4年エンゼルプランによって、厚生省の緊一急保育対策等  

5カ年事業の中で「放課後健全育成事業（放課後児童クラブ）4，500カ  

所」の補助制度を新設し、小学校1～3年生の留守家庭児童書中心に居場  

所の整備を始めました。これを契機に1？？8年には児童福祉法の改正を行う  

中で、事業として法整備しました。そして、2006年5月（．厚生労働省調  

査）には15，857カ所の実施数となり、2007年度から始まった「放課後子  

ビもプラン」では、20，000カ所（2007年度1る，685カ所実施：厚生労働  

省調査）の整備目標が掲げられるなど、急速に拡大しています。   

しかし、学童保育は、法的に放課後健全育成事業（教頭後児童クラブ）  

として位置づけられたため、保育所施設と大きく遠い施設基準や職員配置  

など明確な基準がありません。放課後という概念で進められている国の施  

策では、家庭に代わる子ビもたちの安一己安全な居場所づくりとしていくた  

めの基盤がおろそかになっています。   

また、国の事業運営費補助の算出根拠が、非常勤職員の賃金単価をベー  

スにしていることが職員の劣悪な労働条件を作り出しています。   

学童保育は、放課後児童クラブという概念から、学校休業日など長時間保   



㌣調査の概要と目的  

T：‾一 
二 

カ＼調査結果をさらに時給・月給などに細分化しち・がら分析に努め雇用改  

喜につなげられればと思います。  

合内で児童館■童保育職場の組織の靴●  

全体的な調査結果を元に、労働組合として組むべき課題を浮き彫りに  

させながら、子ビもの権利を保障する立場で準動領域の拡大、政策分析能  

カ、対外交渉カの強化など、児童館・学童保育の充実を図る運動をするた  

めの基礎資料づくりを目的としています。  



児童館習  学童保育と  罠の雇用実態  

Ⅰ．学童保育で働く職員の雇用実態   

回答736単組中、学童保育「あり」と答えた単組は624でした。運営形態は、複数回答のある単組  

がありますが、公設公営が380単組、公設民営が285単組、民設民営が153単組となっています。   

この中で、学童保育で働く職員の内、運営形態に関わらず「正規職員」の雇用形態をとっているの  

は、月給制91単組、日給制6単組、時給制22単組でした。   

また、非正規職員め雇用形態は、直接雇用と間接雇用に分けて調査したところ、直接雇用の月給制  

97単組、日給制40単組、時給制217単組でした。非正規職員間接雇用は、月給制15単組、日給制4  

単組、時給制54単組という回答数になっています。  

［運営形態］  ［正規職員の雇用形態］  ［非正規職員の直接雇用］［非正規職員の間接雇用］   

今回は、これをさらに「一般行政職給与表以外の月給制で働く職員」  

ついて細かく分析を行いました。  

と「時給制で働く職員」に  

1藍盗云篭義範詣   

回答736単組中、学童保育「あり」と答えた単組は624でした。一般行政職給与表と賃金末記入の  

単組を除き、月給制をとっている単組128を抽出して分析を行いました。  

①月給制をとっている128単組の学童保育の運営形態   

128単組中、公設公営と回答した単組は81（63．3％）、公設民営は39（30．5％）でした。  

［運営形態による比較］  

I  
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殴学童保育について  

歪、月給制をとっている128単組の学童保育の運営形態による雇用比較  

＊運営形態は複数回答です。  

；：公設公営の運営形態をとっている単組は380ありました。この中で、正規職員で月給制をとっ   

ている単組は91です。その内、－一般行政職給与表または若干の末記入を除いて9単組がどち   

らにも当てはまらない賃金になっています。これは、再任制圧などの影響も考えられます。  

日給制をとっている非正規職員は、公設公営が72単組と7割を超えていました。  

ニ公設民常の運営形態をとっている単組は285ありました。この中で、正規雇用月給制は19単組   

しかありませんでした。また、非正規雇用月給制もわずか20単組です。   

て三民設民営の道営形態をとっている単組は、153ありました。全体的に時給制が多く見られまし   

たが、NAが多く今回はデータ不足でした。  

［正規］  ［非正規］  

急月給制正規雇用をとっている32単組の学童保育の賃金表と過労働時間   

正規雇用（一般行政職給与表以外）で月給制をとっている単組32の賃金を見比べると、  

120，000円～140，000円が10件と多く、200，000円以上の単組は1件でした。  

また、勤務時間については30時間以上と答えた単組が21と6割を超え高くなっています。  

［正規雇用の賃金］  

圏～80，000円   2   

80，001～100，000円   4   

100，001～120，000円  5   

脛120，001～140，000円  10   

■140，001～160，000円  4   

■160，001～180，000円  5   

琶180，001～200，000円  口  

［正規雇用の勤務時間］   



④月給制非正規雇用をとっている96単組の学童保育の賃金表と過労働時間  

非正規雇用で月給制を取っている単組96の賃金表は、正規雇用（一般行政職給与表以外）月給   

制の単組32の賃金表と割合で図ると大きな違いは見当たりませんでした。また、勤務時間につい   

ても30時間以上と答えた単組が62と6割を超え、正規の勤務時間と割合がほぼ同じです。  

［非正規雇用の賃金］  

鼻～80，000円   4   

‡芸、80，001～100，000円   15   

漁100，001～120，000円  20   

書120，001～140，000円・18   

■140，001～160，000円  22   

■160，001～180，000円  6   

書180，001～200，000円  7   

∵－  

［非正規雇用の勤務時間】  

醒～20時間未満   3   

20～30時間未満  28   

Jミ30～40時間未満  43   

■40時間～   19   

－ 7’   



添字童保育について  

昏、月給制をとっている128単組の学童保育の資格要件の有無  

［正規］  ［非正規］  ［資格要件の有無］  

魯月給制をとっている128単組の学童保育の職員配置・採用などの問題点   

問題点については、配置数不足と回答した単組が正規（一般行政職給与表除く）・非正規のど   

ちらも2割を超えています。  

［問題点］（複数回答）  

軍人が集まらない  32   

人材不足   20   

1 定着しない   15   

弓 蒔配置数不足   41   

i■NA   58   

［正規］  ［非正規］   

48．5％  

7  



回答736単組中、学童保育ありと答えた単組は624でした。その中で、時給制を採用していると回  

答した単組254（賃金未記入を除く）を抽出し分析を行いました。   

ただし、①、②については賃金について複数回答をした単組が28あるため基礎数を282として  

います。  

①時給制の時間単価の分布について（基礎数282）   

時給制と回答のあった単組282の内、時間給900円以下は全体の8割を超えています。逆に  

1，000円を超えている割合は5．6％と1割に達しませんでした。  

【時間給の内訳］  ［時間給全国集計］  

1700円以下   22   

駕701～800円   109   

∵ 801～900円   104   

■901～1000円   34   

■1，001～1，100円   8   

■1，101～1，200円   3   

書1．201円以上   2   

②時給制の賃金ごとの過労働時間の比較（基礎数282）   

時給制で働く職員の過労働時間を比べると、20時間以下が107ともっとも多く、21～30時間   

を合わせると7割近くになります。また、41時間以上と答えた単組も4ありました。  

［時給制と労働時間の比較］  

20時間以下  21～30時間  31～40時間  41時間以上  無回答   

F700円以下  10   7   0   4  

てき701円～800円   44   28   17   2   18  

801円～900円   39   30   19   2   14   

巧901円～1，000円  8   15   5   0   6   

■1，001円～  6   5   0   

；▲：I■■■■■弓事I 寺茸∴、∴討   107  塁整；－  43  4  ン   

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％  
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好学童保育について  

③時給制で働く職長の職責について   

時給制を採用していると回答した単組254の内、時給制で働いている職員だけで運営されてい   

る単組は全体の8剤を超えました。  

［時給制で働く以外職員の有無］  ［上位職の有無の内訳］  

⑥時給制で働く職員の職員配置・採用などの問題点  

時給制を採用していると回答した単組254の内「募集しても人が集まらない」と回答した単組   

は109で全体の4割を超えています。特に、時間給700円似下の単組22のうち19と高い数値にな   

っています。  

［雇用に関する職場での問題点］  

業務量に対し  
配置数が不足  

優秀な人材が  人材が  
集まらない  定着しない  

32  

21  

13  

20  

9   



Ⅱ．児童館で働く職員の雇用実態   

回答736単組中、児童館「あり」と答えた単組は443でした。運営形態については、複数回答の単  

組がありますが、公設公営が300単組、公設民営が123単組、民設民営が26単組となっています。   

この中で、児童館で働く職員の内、運営形態に関わらず「正規雇用」、「非正規直接雇用」・「非正  

規間接雇用」に分けて分析を行いました。正規職員については、116単組の回答がありました。その  

内訳は、月給制112単組、日給制1単組、時給制3単組でした。   

また、非正規職員は、直接雇用と間接雇用に分けて調査したところ、直接雇用の月給制129単組、  

日給制65単組、時給制59単組でした。非正規職員間接雇用は、月給制15単組、日給制6単組、時給  

制12単組という回答数になりました。  

［正規職員］   ［非正規職員・直接雇用］［非正規職員・間接雇用］   ［運営形態］  

今回は、さらに運営形態ごとに「一般行政職給与表以外の月給制で働く直接雇用職員」と「日給  

制で働く直接雇用職員」「時給制で働く直接雇用職員」について、細かく分析を行いました。   

また、NAが多くデータが少ない間接雇用、ミニ児童館について参考資料として、出来る限り数  

値でまとめました。  

匪回答735単組中、児童館ありと答えた単組は442でした。その中で、一般行政職給与表と賃金未   

記入の単組を除き、直接雇用の中で月給制を採用している単組144を抽出して分析を行いました。   

この内公設公営非正規は123単組、公設民営正規は14単組、公設民営非正規は7単組で雇用の   

実態がありました。民説民営についてはデーター不足のため、いずれも抽出できませんでした。  

①月給制をとっている公設公営非正規123単組の児童館の賃金表と過労働時間  

公設公営非正規123単組の賃金表を比べると、120，001～140，000円が31単組と一番多く、次   

は140，001～160，000円の28単組でした。この2つを合わせると、全体の5割近くになります。   

中には、非正規雇用でも300，001円を超える単組が2ありました。  

また、勤務時間は30時間以上が8割を超えています。  

10   



■児童館について  

［公設公営非正規・月給制］  

協～80，000円  4  

山  

100，001～120，000円  12   
園＝20，001～140，000円  31   

■140，001～160，000円  28   

■160，001～180，000円  18   

訝180，001～200，000円  7   
200，001～250，000円  5   

250，001～300，000円  4  

［公設公営非正規・過労働時間］  20へノ30時間未満  
16％  

′‾  

30～40時間未満  

49％  

②月給制をとっている公設民営正規14単組の児童館の賃金表と過労働時間  

回答数が少ないので、正確な数値にはなりませんが雇用実態にかなりバラつきが見られます。  

［公設民営正規・月給制］  

厨～80，000円  0   

80，001～100，000円   

100，001～120，000円  0   

薗120，001～140．000円  3   

■140，001～160，000円  4   

｛160，001～180，000円   

膠780，007～200．000円  2   

こ200，001～250，000円   

賢二ヨ250，001～300，000円   

［公設民営正規・過労働時間］  

脂～20時間未満   0   

二20～30時間未満   0   

30～40時間未満   3   

箆40時間～   

11   



③月給制をとっている公設民営非正規7単組の児童館の賃金表と過労働時間  

回答数が少ないので、正確な数値になりませんが、160，001円以上の雇用はありませんでした。  

［公設民営非正規・月給制］  

1～80，000円  0  

塩80，001～100，000円   0   

100，001～120，000円  

■120，001～140，000円   3   

1＝40，001～160．000円   3   

■160，001～180，000円   0   

■180，001～200，000円   0  

蔓200，001～250，000円  0 

て彗250，001～300，000円  0  

120，001～  

140．000円   

43％  

［公設民営非正規・過労働時間］  

～20時間未満   0  

20～30時間未満   0  

30～40時間未満   3   

■  40時間～   4  

妙回答736単組中、児童館「あり」と答えた単組は443でした。この中で、直接雇用の日給制をと   

っていると回答した単組46を抽出しました。その内公設公営37単組、公設民営9単組です。  

①日給制をとっている公設公営37単組の児童館の賃金表と過労働時間  

児童館「あり」と答えた単組442の中で、公設公営の児童館がある単組は300です。その内日   

給制をとっている単組が37あります。この内6，001～7，000円が5割を超えていました。  

［公設公営・日給制］  

％
 
 

0
 
 

0
 
 

「
q
（
q
 
 

「
一
一
ト
 
 

■  4，001～5，000円   2  

5，001～6，000円   7   

6，001～7，000円  19   

チ  7，001～8，000円   8  

12  

了〉 二   



■児童館について  

［公設公営日給制・過労働時間］  

②日給制をとっている公設民営9単組の児童館の賃金表と過労働時間  
回答数が少ないので賃金にバラツキが見られます。  

［公設民営・日給制］  

堤～4，000円   口   
一冊 「  

4，001～5，000円   ‖   

5，001～6，000円   3 i 

■6，001～7，000円   21   
■7，001～8，000円   2  

［公設民営日給制・過労働時間］  
30一－40時間未満  

33％  

を回答736単組中、児童館「あり」と答えた単組は443でした。その中で、直接雇用の月給制をと   

っていると回答した単組51を抽出しました。この内公設公営は35単組、公設民営は16単組です。  

①公設公営で働く時間給職員の賃金と過労働時間の比較  

公設公営で働く職員の時間給については、900円以下が8割近くになっています。  
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